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　本県における畜産農業に関する悪臭苦情は，例年サー

ビス業についで多い件数を占めている。しかし，畜産農

業で脱臭設備を有している事業場は殆どなく，多くの事

業場では糞尿処理，給餌，消臭剤の散布等の工夫により

悪臭の発生を抑制している。

　近年，県内の養豚業者の中には，豚舎等から発生する

臭気に対しオゾンを用いて脱臭する事業者が多くなって

きているが，その効果については殆ど検証されていない。

今回，オゾンを用いて脱臭を行っている豚舎２施設につ

いて脱臭効果等を調査した。
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　平成１３年７月～平成１４年１０月
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　オゾンガス及びオゾン水脱臭を実施しているA施設

（離乳豚舎），オゾンガス脱臭のみ実施しているB施設

（同一棟に子豚と母豚を飼養）の計２施設を選定した。

表１にその概要を示す。

　豚舎形態は２施設とも密閉式であり，飼養頭数はA施

設が平均で子豚約３，４５０頭，B施設が子豚１，４００頭，母豚

３２０頭であった。飼育密度はA施設が平均０．９０（頭/�），B

施設が０．６６（頭/�）でA施設の方が高くなっていた。

　豚舎の清掃状況は両施設とも良好であり，また，除糞

方式は糞尿を分離し，糞のみスクレーパーで１日３～４

回豚舎から掻きだす方式を両施設とも採っていた。

　脱臭対策としては，A施設はオゾン発生機で発生させ

たオゾンをブロアで連続的に豚舎内の排気ダクト入口付

近に送気（オゾンガス濃度約４ ppm）するとともに，オ

ゾン水（オゾンをバブリングした水，水中オゾン濃度約

０．５ �/�）を間欠的に豚舎内でミスト状に噴霧していた。

なお，オゾンガス濃度は排気ダクト出口で「日本産業衛

生学会許容濃度委員会で定められた労働環境における抑

制濃度」である０．１ ppmを目標に調整していた。

　B施設は，オゾン発生機で発生させたオゾンをブロア

で連続的に豚舎通路及び反応室（機械室を代用）に送気

（オゾンガス濃度約２～４ ppm）しており，排気ダクト

出口で０．０５ ～ ０．１ppmの範囲内で調整していた。
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 豚舎から発生する臭気をオゾンを用いて脱臭を行っている２施設について脱臭効果等を調査した。１施設から脱臭処

理前の臭気を採取して処理後と比較したが，オゾンによる脱臭効果は確認できなかった。また，２施設とも，オゾン

によって悪臭苦情が発生しないレベル（臭気排出強度１０５未満（�N/min））まで脱臭することは困難であることが推察

された。

１）母豚２．５頭，肥育豚１頭，子豚１/３頭で計算（高原康光他：
臭気排出強度による養豚農家の悪臭発生量評価，臭気の研究，
３２，�，２３（２００１）から引用）

B　施　設A　施　設
施設名

項目

密閉式密閉式豚舎形態

１，９２０１，２７５豚舎面積（�）

子豚１，４００
母豚　３２０

子豚２，８３５～
３，６４０（３，４５３）

飼養頭数（頭）

０．６６０．７４ ～０．９５（０．９０）飼育密度（頭/�）１）

良好良好清掃状況

スクレーパースクレーパー除糞方式

オゾンガス脱臭
オゾンガス，オゾン
水脱臭

脱臭方式
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　豚舎の排気ダクト出口等において，試料ガスをフレッ

クスポンプ（近江オドエアサービス�製DC型）を用いて

アルミコーテング製バッグ（同社製Flek-Sampler２０D）及

びテドラーバッグに採取し，臭気指数（五点比較式臭袋

法及び三点比較式臭袋法），トリメチルアミン，硫黄系

悪臭４物質及び低級脂肪酸４物質を宮城県公害防止条例

及び悪臭防止法に定める方法に準じて測定した。また，

アンモニア及びオゾン濃度については，検知管（�ガス

テック製）で測定した。
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　表２に臭気等測定結果の総括表を示す。

　A施設においては，６月から１１月にかけて５回測定し

た。

　オゾンガス及びオゾン水処理後の臭気指数（五点比較

式臭袋法）は１８～２４の範囲にあり，参考値として示す宮

城県公害防止条例の悪臭に係る換気口の規制基準（臭気

指数２５）を全て満足していた。　　

　しかし，臭気排出強度（OER）は１０５～１０６（�N/min）

のレベルにあり，重田１）の示した経験則に当てはめると，

「現在，小規模の公害が起こっているか，その可能性を

内在している。」に該当した。また，図１に示すように，

臭気排出強度（OER）及び排ガス量は，夏季に比べて気

温の低い秋季に低い傾向が見られた。

　B施設においては，７月から９月にかけて３回測定し

た。

　オゾンガス処理後の臭気指数（五点比較式臭袋法）は

２４～３１の範囲にあり，参考値として示す換気口の規制基

準（臭気指数２５）を満足していたのは１回のみであった。

また，臭気排出強度は１０６～１０７（�N/min）のレベルにあ

り，上記のA施設より臭気の発生量は多くなっていた。

　なお，当該施設ではオゾンガス処理前の臭気が採取で

きたので処理後と比較したところ，オゾンガスによる脱

臭効果は確認できなかった。
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　注）項目の欄は最小～最大（平均）を示す

　１）検出濃度／閾値濃度（臭気強度１に相当）

　２）臭気濃度×排ガス量（�N/min）

Ｂ施設（オゾンガス処理前）Ｂ施設（オゾンガス処理後）Ａ施設（オゾンガス，オゾン水処理後）事業場名

項　目 閾希釈倍数１）（n＝３）閾希釈倍数１）（n＝３）閾希釈倍数１）（n＝５）

－２５～３０（２８）－２６～３０（２８）－２２～３５（２７）温　　　　　　　度　（℃）

－２３～３０（２７）－２４～３１（２７）－１８～２４（２１）臭気指数（五点比較式臭袋法）

－３１～３７（３４）－３５～４３（３８）－２６～３５（３０）臭気指数（三点比較式臭袋法）

１６５～１７５（１７０）１６.５～１７.５（１７.０）８０～１７５（１４２）８.０～１７.５（１４.２）１５～１２５（６７）１.５～１２.５（６.７）ア　ン　モ　ニ　ア　（ppm）

５９４～６７０（６３２）０.２９７～０.３３５（０.３１６）１９８～２８０（２３３）０.０９９～０.１４０（０.１１６）＜２～３４（７）＜０.００１～０.０１７（０.００３）硫　 化　 水　 素　（ppm）

４００～７７０（５８５）０.０４０～０.０７７（０.０５８）＜１０～５５０（３２７）＜０.００１～０.０５５（０.０３３）＜１０～１８０（３６）＜０.００１～０.０１８（０.００４）メチルメルカプタン　（ppm）

２６０～４４０（３５０）０.０２６～０.０４４（０.０３５）＜１０～７９０（３７３）＜０.００１～０.０７９（０.０３７）＜１０～１５０（３０）＜０.００１～０.０１５（０.００３）硫　化　メ　チ　ル　（ppm）

＜３～１３（７）＜０.００１～０.００４（０.００２）＜３～１２７（４２）＜０.００１～０.０３８（０.０１３）＜３～１０（＜３）＜０.００１～０.００３（＜０.００１）二 硫 化 メ チ ル　（ppm）

１７３～６１０（３９２）０.０１７３～０.０６１０（０.０３９２）２１５～７１４（３９４）０.０２１５～０.０７１４（０.０３９４）＜５～３０６（７２）＜０.０００５～０.０３０６（０.００７２）トリメチルアミン　（ppm）

＜１＜０.０００５～０.００１１（０.０００６）＜１～８（３）＜０.０００５～０.０１６７（０.００６６）＜１～８（４）＜０.０００５～０.０１５９（０.００８４）プ ロ ピ オ ン 酸　（ppm）

＜７～２０（１０）＜０.０００５～０.００１４（０.０００７）＜７～２９１（１０３）＜０.０００５～０.０２０４（０.００７２）＜７～３４９（１２８）＜０.０００５～０.０２４４（０.００９０）ノ ル マ ル 酪 酸　（ppm）

＜５＜０.０００５＜５～３１（１０）＜０.０００５～０.００３１（０.００１０）＜５～７８（２２）＜０.０００５～０.００７８（０.００２２）ノ ル マ ル 吉 草 酸　（ppm）

＜１０～１２（＜１０）＜０.０００５～０.０００６（＜０.０００５）＜１０～５４（１８）＜０.０００５～０.００２７（０.０００９）＜１０～２００（５１）＜０.０００５～０.０１００（０.００２６）イ　ソ　吉　草　酸　（ppm）

－－－＜０.０１～０.１（０.０５）－０.０１～０.１５（０.０９）オ　　　ゾ　　　ン　（ppm）

－－－２０～１９０（７９）－３.９～１５（９.３）臭気排出強度２）（×１０５�N/min）
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　松永ら２）は硫黄系悪臭物質を例にと

り，オゾンガスでこれらの物質を酸化

分解するには，数分から数百分の接触

時間（オゾンガス濃度１ppmで硫黄系

悪臭物質濃度１ppmが半減するまでの

接触時間は，硫化水素９分，メチルメ

ルカプタン及び二硫化メチル２２０分，

硫化メチル２０～１２０分）が必要であるこ

とを報告しており，当該施設の接触時

間を計算したところ２０秒前後（オゾンガスを送気する通

路及び反応室の容積及び排ガス量から計算）しかないの

で，臭気物質が殆ど酸化分解されなかったものと推察さ

れた。
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　表２に示してあるオゾン処理後の閾希釈倍数の平均値

の総和からアンモニア，硫黄系悪臭物質，トリメチルア

ミン及び低級脂肪酸に分類し，施設別の悪臭物質の寄与

割合を示したのが図２である。　　　

　A施設においてはノルマル酪酸等の低級脂肪酸，B施設

においては硫化メチル等の硫黄系悪臭物質の寄与割合が

高くなっていた。
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�　Ａ施設の臭気指数（五点比較式臭袋法）は，参考値

として示す宮城県公害防止条例の悪臭に係る換気口の

規制基準（臭気指数２５）を全て満足していた。しかし，

臭気排出強度は小規模の悪臭苦情が発生するレベルで

あった。

�　Ｂ施設においては，オゾンガス処理前の臭気と処理

後の臭気を比較したが，脱臭効果は確認できなかった。

この原因としては，臭気物質とオゾンガスとの接触時

間が短すぎるためと推察された。

�　今回調査したオゾン脱臭を用いた施設では，悪臭苦

情が発生しないレベル（臭気排出強度１０５（�N/min）

未満）まで脱臭することは困難であることが推察され

た。

�　今後の悪臭対策としては，オゾンガスと臭気ガスと

の接触時間をできるだけ長くする方法（反応室を新た

に増設する。夏季には豚舎を空冷して換気量を減らす

など）が対策の一つとして考えられた。
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１）重田芳広：TOERと悪臭公害の起こり具合，大気汚

染研究，１０，４９７～５０２（１９７５）

２）松永直利他：乾式オゾン脱臭装置と適用例，臭気の

研究，３３，�，２０～２５（２００２）
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